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○ 医師・歯科医師、薬剤師は、電子／紙の処方箋いずれの場合も、電子処方箋管理サービスにて重複
投薬などがないかチェックした結果を参照し、処方・調剤内容を含む電子ファイルを同サービスに送信しま
す。

○ なお、患者が電子処方箋を選択した場合は、医師・歯科医師、薬剤師の電子署名が必要となります。

医療機関・薬局の間で電子的に処方箋のやり取りが行えるようになります

02．電子処方箋ってどんな仕組みなの？

病院・診療所 薬局

薬剤師

支払基金・国保中央会

Step③処方箋の登録 Step⑧調剤内容の登録

電子処方箋管理サービス

マイナポータルや
電子版お薬手帳アプリ

患者

マイナンバー
カード

Step①本人確認／同意

健康保険証
患者

患者

マイナンバー
カード

Step⑤本人確認／同意

健康保険証

オンライン資格確認等システム

Step④情報の閲覧

HPKI HPKI

Step②処方・調剤された情報や
重複投薬チェック結果の参照

Step⑥処方箋の取得
Step⑦処方・調剤された情報や

重複投薬チェック結果の参照

医師・歯科医師

電子カルテ
システムなど

薬局システム


